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憲
法
改
正
に
自
衛
隊
の
明
記
を 

  

憲
法
改
正
を
公
約
と
す
る
安
倍
内
閣
が
誕

生
し
て
以
降
、
戦
後
７
０
余
年
間
、
果
た
し

得
な
か
っ
た
憲
法
改
正
の
気
運
が
よ
う
や
く

盛
り
上
が
っ
て
来
て
い
る
。
改
正
の
た
め
に

は
、
国
会
で
の
議
決
に
続
き
国
民
投
票
に
よ

る
可
決
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

全
国
民
挙
げ
て
の
気
運
醸
成
が
不
可
欠
で
あ

る
。 

 

そ
の
気
運
醸
成
の
た
め
、
先
に
民
間
有
志

に
よ
り
、
全
国
２
８
９
の
各
小
選
挙
区
毎
に

「
憲
法
改
正
国
民
投
票
連
絡
会
議
」
を
設
立

す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
全
国
各
地
で
逐
次
に

組
織
化
が
進
ん
で
い
る
。 

 

我
が
千
葉
県
第
二
選
挙
区
（
習
志
野
市
・

八
千
代
市
・
千
葉
市
花
見
川
区
）
に
お
い
て

も
、
有
志
協
議
の
末
、
去
る
六
月
に
「
千
葉

県
第
二
区
国
民
投
票
連
絡
会
議
」
を
発
足
さ

せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
千
葉
県
内
で
は
４
番

目
の
発
足
で
あ
る
。 

 

私
も
、隊
友
会
支
部
長
と
し
て
で
は
な
く
、

習
志
野
市
の
一
民
間
私
人
と
し
て
お
手
伝
い

を
し
て
い
る
が
、
こ
の
度
、、
同
連
絡
会
議
の

広
報
紙
に
一
文
を
掲
載
し
た
の
で
、
以
下
に

転
載
し
て
披
露
申
し
上
げ
る
。
隊
友
会
支
部

会
員
諸
兄
の
今
後
の
憲
法
改
正
論
議
の
参
考

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

      
 
 
 
 
 
 

（ 

柚
木 

文
夫
） 

 

＊  

 

我
々
の
念
願
す
る
憲
法
改
正
に
向
け
て
、

去
る
６
月
に
「
千
葉
県
第
二
区
国
民
投
票
連

絡
会
議
」
が
発
足
し
た
こ
と
を
喜
び
、
発
足

に
漕
ぎ
つ
け
ら
れ
た
発
起
人
の
方
々
の
ご
努

力
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
す
。 

  

日
本
国
憲
法
は
、
占
領
下
の
昭
和
２
１
年

１
１
月
３
日
に
公
布
さ
れ
て
か
ら
一
度
も
改

正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
も
な
く
７
４
年
目

を
迎
え
る
。
こ
の
間
、
憲
法
改
正
発
言
そ
の

も
の
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
時
代
が
長
く
続
い

た
が
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
憲
法
改
正

論
議
が
陽
の
目
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
し
て
憲
法
改
正
を
公
約
に
掲
げ
た
安
倍
政

権
が
誕
生
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
国
会
で
の

憲
法
改
正
の
気
運
は
今
一
つ
盛
り
上
が
り
に

欠
け
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

も
と
も
と
現
行
憲
法
は
、
連
合
軍
占
領
下

の
昭
和
２
１
年
、
我
が
国
の
主
権
が
制
限
さ

れ
て
い
る
状
況
下
で
、
日
本
の
徹
底
弱
体
化

を
企
図
す
る
連
合
軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
元
帥
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
、
制
定
さ
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
昭
和
２
７

年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効

し
我
が
国
が
主
権
を
回
復
し
た
時
点
で
、
自

主
憲
法
が
制
定
さ
れ
現
行
憲
法
は
失
効
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
和
と
繁
栄
に
狎

れ
た
日
本
国
民
は
、
改
革
を
好
ま
ず
、
曖
昧

の
ま
ま
に
年
月
が
推
移
し
、
７
０
余
年
が
経

過
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
世
界
の

国
々
は
、
国
内
外
の
環
境
変
化
に
即
応
し
て

憲
法
を
改
正
し
て
い
る
。ア
メ
リ
カ
は
６
回
、

フ
ラ
ン
ス
は
２
７
回
、
ド
イ
ツ
に
至
っ
て
は

５
９
回
も
憲
法
を
改
正
し
て
い
る
。 

 

現
代
社
会
は
、
想
像
を
絶
す
る
速
度
で
急

激
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
７
０
余

年
、
不
磨
の
大
典
と
し
て
守
り
続
け
て
き
た

日
本
国
憲
法
と
、
我
が
国
の
国
内
外
環
境
の

現
実
と
の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
生
じ
て
い

る
。
こ
の
辺
で
、
日
本
国
民
と
し
て
は
目
を

覚
ま
し
、「
変
え
る
べ
き
は
変
え
、
守
る
べ
き

は
守
る
」
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
時
機

に
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

さ
て
憲
法
改
正
を
論
議
す
る
に
あ
た
っ
て
、

論
点
は
様
々
あ
る
。「
憲
法
前
文
」、「
天
皇
」、

「
九
条
」、「
家
族
」、「
緊
急
事
態
」、「
環
境

権
」、「
教
育
権
」
等
々
。
し
か
し
な
が
ら
、

国
会
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
、
国
民
投
票

で
の
過
半
数
の
賛
成
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
考

え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
論
点
を
網
羅
し
た
全
面

改
正
な
ぞ
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
こ
こ
は
先

ず
、
緊
要
な
某
一
点
の
論
点
に
絞
っ
て
、「
憲

法
改
正
」
と
い
う
戦
後
日
本
に
と
っ
て
の
世

紀
の
事
業
の
、
最
初
の
突
破
口
を
開
く
べ
き

と
考
え
る
。
私
は
先
ず
最
初
の
突
破
口
と
し

て
、「
九
条
」
関
連
の
み
に
限
っ
た
改
正
を
提

言
し
た
い
。 

 

安
倍
総
理
（
自
民
党
総
裁
）
は
、
昨
年
の

「
公
開
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。 

 

「
憲
法
は
、
こ
の
国
の
か
た
ち
、
理
想
の

姿
を
示
す
も
の
で
す
。
二
十
一
世
紀
の
日
本

の
理
想
の
姿
を
私
た
ち
自
身
の
手
で
描
く
と

い
う
精
神
こ
そ
、
日
本
の
未
来
を
切
り
開
い

て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
信
じ
て
お

り
ま
す
。
我
が
国
に
は
国
民
を
守
る
た
め
に

そ
の
命
を
懸
け
て
い
る
自
衛
官
が
お
り
ま
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
近
年
に
お
い
て
も
、

自
衛
隊
を
合
憲
と
言
い
切
る
憲
法
学
者
は
２

割
に
と
ど
ま
り
、
自
衛
隊
違
憲
論
争
が
存
在

し
ま
す
。
多
く
の
教
科
書
に
、
合
憲
性
に
異

論
の
あ
る
旨
の
記
述
が
あ
り
、
自
衛
官
た
ち

の
子
ど
も
た
ち
も
そ
の
教
科
書
で
勉
強
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
状
況
に
終
止
符

を
打
つ
た
め
、
憲
法
に
、
我
が
国
の
独
立
と

平
和
を
守
る
自
衛
隊
を
し
っ
か
り
と
明
記
し
、

違
憲
論
争
に
終
止
符
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち

政
治
家
の
、
そ
し
て
自
民
党
の
責
任
で
す
」。 

 

問
題
は
、
憲
法
第
九
条
で
あ
る
。
第
九
条

一
項
は
「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基

調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争
と
武
力
に
よ
る
威
嚇
又

は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
解
決
の
手
段

と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」。
二

項
は
「
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
陸

海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
こ
れ
を
保
持
し
な

い
。
国
の
交
戦
権
は
こ
れ
を
認
め
な
い
」。 

 

我
が
国
の
い
わ
ゆ
る
「
平
和
主
義
者
」
た

ち
は
、
こ
の
「
第
九
条
」
こ
そ
平
和
国
家
・

（１）                     会報 習志野隊友  第 28号（令和 2年 3月 20日） 



日
本
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
こ
の
第
九
条
が

あ
る
か
ら
こ
そ
日
本
の
平
和
が
守
ら
れ
て
き

た
、
こ
れ
か
ら
も
守
ら
れ
て
ゆ
く
、
と
異
口

同
音
に
声
を
張
り
上
げ
る
。
日
本
の
平
和
と

独
立
が
自
衛
隊
と
日
米
安
保
の
存
在
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
る
紛
れ
も
な
い
現
実
に
、
依

怙
地
に
目
を
背
け
、
ひ
た
す
ら
「
九
条
」「
九

条
」
と
連
呼
す
る
、
ま
る
で
平
和
教
の
呪
文

で
あ
る
。し
か
も
巷
の
声
の
か
な
り
の
多
数
、

加
え
て
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
ま
で
も
が
、
こ
の

呪
文
に
酔
い
痴
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
昨
今

は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
全
盛
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
状
況
を
見
る
限
り
、「
第
九
条
」
そ
の
も

の
に
手
を
つ
け
て
は
、
か
え
っ
て
憲
法
改
正

の
実
現
が
遠
の
く
恐
れ
無
し
と
し
な
い
。 

 

だ
が
、
一
項
の
不
戦
の
誓
い
は
ま
あ
良
し

と
し
て
も
、
二
項
を
素
直
に
読
む
限
り
、
我

が
国
は
軍
隊
の
保
持
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

自
衛
隊
は
法
的
に
は
軍
隊
で
は
な
い
と
政
府

は
強
弁
し
て
い
る
が
、
実
体
は
紛
れ
も
な
く

軍
隊
で
あ
る
。
憲
法
学
者
並
び
に
裁
判
官
の

大
半
が
自
衛
隊
の
違
憲
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
し
か
し
て
、

法
的
に
は
軍
隊
で
な
い
と
の
縛
り
を
受
け
て

い
る
が
故
に
、
今
日
現
在
も
現
実
に
、
手
枷

足
枷
に
縛
ら
れ
な
が
ら
も
、
領
土
領
海
の
防

衛
や
国
際
協
力
な
ど
、
待
っ
た
無
し
の
厳
し

い
任
務
に
携
わ
っ
て
い
る
自
衛
隊
・
自
衛
官

の
現
場
の
苦
労
は
計
り
知
れ
な
い
。
こ
う
い

っ
た
惨
憺
た
る
状
況
を
打
破
し
て
、
自
衛

隊
・
自
衛
官
が
心
置
き
な
く
任
務
に
専
念
で

き
る
環
境
を
整
備
し
て
や
る
こ
と
、
こ
れ
こ

そ
、
当
面
、
憲
法
改
正
に
課
せ
ら
れ
た
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
。 

 

私
の
本
音
は
、「
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を

守
り
国
際
平
和
活
動
に
協
力
す
る
た
め
国
防

軍
を
保
持
す
る
」
と
の
趣
旨
の
独
立
し
た
条

項
を
一
項
、
憲
法
上
に
明
記
し
た
い
と
こ
ろ

だ
が
、
こ
れ
で
は
国
会
の
３
分
の
２
、
国
民

投
票
の
過
半
数
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
は
、
現

今
の
国
内
環
境
を
見
る
限
り
、
到
底
無
理
と

考
え
る
。
そ
こ
で
と
も
か
く
、「
憲
法
改
正
」

と
い
う
大
事
業
の
第
一
段
階
を
成
功
さ
せ
る

た
め
に
、
姑
息
な
手
段
か
も
知
れ
な
い
が
、

最
近
、
安
倍
総
理
の
周
辺
筋
か
ら
提
案
さ
れ

て
い
る
「
第
九
条
一
項
・
二
項
に
は
手
を
つ

け
ず
、
三
項
あ
る
い
は
第
九
条
の
二
と
い
う

形
で
『
自
衛
隊
の
保
持
』
の
み
を
憲
法
上
に

明
記
」す
る
提
案
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
憲
法
改
正
」
と
い

う
事
業
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
い
、
ス
タ
ー
ト
ラ

イ
ン
で
あ
る
、
と
の
前
提
の
上
で
の
提
言
で

あ
る
。 

  

心
あ
る
皆
様
の
、
更
な
る
ご
議
論
の
参
考

に
な
る
こ
と
を
願
い
、駄
文
を
弄
し
ま
し
た
。 

  

（
⒒
月
１
日 

習
志
野
市 

柚
木
文
夫
記
） 

 

御
即
位
祝
賀
国
民
祭
典
に
参
加
し
て 

  

去
る
１
１
月
９
日
（
土
）、
隊
友
会
本
部
か

ら
の
呼
び
か
け
で
、「
天
皇
陛
下
御
即
位
を
お

祝
い
す
る
国
民
祭
典
」
に
参
加
す
る
機
会
を

得
た
。祭
典
は
第
一
部
と
第
二
部
に
分
か
れ
、

我
々
の
参
加
し
た
の
は
第
二
部「
祝
賀
式
典
」

で
あ
る
。 

 

１
７
時
開
始
の
式
典
に
参
列
し
よ
う
と
、

１
５
時
頃
に
東
京
駅
を
出
た
ら
既
に
人
の
波

が
延
々
と
皇
居
前
広
場
に
向
か
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
混
雑
の
中
、
列
を
乱
さ
ず
粛
々

と
会
場
に
向
か
う
人
の
波
。
流
石
、
こ
こ
は

日
本
と
、妙
な
と
こ
ろ
で
感
心
し
た
り
し
た
。 

 

受
付
で
日
の
丸
の
小
旗
と
提
灯
が
配
ら
れ

て
会
場
に
入
り
、
流
れ
の
ま
ま
に
席
に
着
く

と
既
に
会
場
の
後
ろ
の
方
だ
っ
た
。
周
り
を

見
る
と
、
超
老
年
の
男
性
も
お
れ
ば
、
ネ
ッ

ト
で
応
募
し
た
と
い
う
超
若
い
女
性
も
い
る
。

正
に
老
若
男
女
一
体
の
集
い
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
陸
海
空
三
自
衛
隊
合
同
音
楽
隊
が

堂
々
と
ス
テ
ー
ジ
上
に
陣
取
り
、
開
会
前
の

奉
祝
演
奏
で
会
場
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
、

引
き
続
き
開
会
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
、
両
陛

下
お
出
ま
し
の
時
の
お
迎
え
の
曲
、
お
見
送

り
の
曲
と
大
活
躍
を
し
て
く
れ
た
こ
と
も
、

私
ど
も
に
と
っ
て
は
嬉
し
い
一
幕
だ
っ
た
。 

 

１
７
時
１
０
分
、
祝
賀
式
典
開
会
。
鬼
太

鼓
座
に
よ
る
勇
壮
な
「
触
れ
太
鼓
」
が
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
を
飾
り
、
古
屋
奉
祝
議
連
幹
事
長

の
開
会
宣
言
に
続
き
、
女
優
・
芦
田
愛
菜
さ

ん
、
歌
舞
伎
俳
優
・
松
本
白
鸚
氏
、
経
団
連

名
誉
会
長
・
御
手
洗
富
士
夫
氏
、
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
委
員
会
会
長
・
山
下
泰
裕
氏
な
ど
、
各

界
を
代
表
す
る
祝
辞
が
続
い
た
。と
り
わ
け
、

女
優
の
芦
田
愛
菜
さ
ん
の
初
々
し
い
お
祝
い

の
言
葉
に
、
清
々
し
い
感
動
を
覚
え
た
。 

 

１
８
時
過
ぎ
二
重
橋
の
ガ
ス
灯
が
点
灯
さ

れ
、天
皇
皇
后
両
陛
下
が
お
出
ま
し
に
な
り
、

二
重
橋
の
前
の
石
橋
上
に
お
立
ち
に
な
っ
た
。

我
々
も
提
灯
に
点
灯
す
る
。
今
時
の
提
灯
は

蝋
燭
で
は
な
く
て
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
で
あ
る
。 

 

御
即
位
奉
祝
委
員
会
会
長
・
三
村
明
夫
氏

の
主
催
者
式
辞
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
祝

辞
に
続
き
、
ス
テ
ー
ジ
上
で
は
、
こ
の
日
の

た
め
に
新
た
に
作
詞
作
曲
さ
れ
た
と
い
う
奉

祝
曲
「Ray of Water

」
が
演
奏
さ
れ
た
。

第
１
楽
章「
海
神
」は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
、

第
２
楽
章
「
虹
の
子
ど
も
」
は
盲
目
の
ピ
ア

ニ
ス
ト
辻
井
伸
行
氏
に
よ
る
ピ
ア
ノ
演
奏
、

第
３
楽
章
「Journey to Harmony

」
は
ボ

ー
カ
ル
グ
ル
ー
プ
「
嵐
」
に
よ
る
歌
唱
の
三

部
構
成
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ボ
ー
カ
ル
グ

ル
ー
プ
「
嵐
」
の
熱
唱
が
胸
に
響
い
た
。 

 

国
歌
斉
唱
で
は
、
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
森
谷
真

理
さ
ん
の
独
唱
に
続
き
、
参
列
者
全
員
に
よ

る
斉
唱
。
間
近
に
お
立
ち
の
天
皇
陛
下
に
向

か
い
、
全
員
が
「
君
が
代
は
・
・
」
の
声
を

張
り
上
げ
る
。
私
の
近
く
の
若
い
女
性
た
ち
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４万人の提灯の波 

 



も
、
真
剣
な
眼
差
し
で
精
一
杯
の
声
を
張
り

上
げ
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。 

 

最
後
に
、
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
の
後
、
伊

吹
文
明
奉
祝
議
連
会
長
の
発
声
で
天
皇
陛
下

万
歳
を
三
唱
し
た
。「
天
皇
陛
下
万
歳
！
」
の

声
々
が
、
両
陛
下
が
ご
退
出
に
な
っ
た
後
も

寄
せ
て
は
返
す
波
の
う
ね
り
の
よ
う
に
、
皇

居
前
広
場
を
圧
し
て
こ
だ
ま
し
た
。 

 

日
本
と
い
う
国
に
生
ま
れ
た
幸
せ
を
、
胸

に
沁
み
て
実
感
し
た
一
日
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
会
員 
Ｙ
） 

 
 
 
 お 

知 

ら 

せ 

な 

ど 

 

▽ 

新
入
会
員
の
紹
介
（
敬
称
略
） 

 

・
菊
地 

聡
（
海
） 

 

実
籾
四
丁
目 

 

・
大
西
高
明
（
陸
） 

 

谷
津
二
丁
目 

 

▽ 

会
員
の
ご
逝
去 

 

・
松
本
文
男
様 

 
 
 

秋
津
一
丁
目 

（
ご
逝
去
時
期
不
詳
） 

 

・
古
閑
洋
童
様 

 
 
 

秋
津
一
丁
目 

（
平
成
３
０
年
１
月
ご
逝
去
） 

 

・
水
野 

昭
様 

 
 
 

藤
崎
五
丁
目 

（
令
和
元
年
９
月
ご
逝
去
） 

  

ご
逝
去
を
心
か
ら
悼
み
、
生
前
の
ご
厚
誼 

 

 

に
深
謝
し
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申 

 

 

し
上
げ
ま
す
。 

▽ 

退
会
会
員
の
ご
連
絡
（
敬
称
略
） 

 

諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
左
記
の
方
々
が
隊 

友
会
を
退
会
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
ご

厚
誼
に
深
謝
し
、
今
後
の
ご
健
勝
ご
多
幸
を

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

・
白
石 

重
徳 

 
 

藤
崎
二
丁
目 

（
１
月
ご
退
会
） 

 

・
押
尾 

鼎 
 
 
 

鷺
沼
台
四
丁
目 

（
２
月
ご
退
会
） 

 
 

▽ 

行
事
等
の
実
施
・
参
加 

 
○ 
県
護
国
神
社
例
大
祭
ご
奉
仕 

十
月
五
日
、
千
葉
県
護
国
神
社
秋
季
例
大

祭
に
先
立
つ
境
内
の
清
掃
、「
あ
あ
特
攻
碑
」

の
清
掃
等
の
奉
仕
、
十
月
十
日
、
大
祭
当
日

の
交
通
統
制
作
業
等
の
奉
仕
活
動
に
、
千
葉

県
隊
友
会
挙
げ
て
多
く
の
会
員
が
参
加
し
た
。

奉
仕
参
加
会
員
数
は
、
五
日
の
清
掃
奉
仕
に

３
４
名
、
当
日
の
車
両
統
制
作
業
奉
仕
に
１

５
名
の
多
く
を
数
え
た
。 

千
葉
県
護
国
神
社
は
戊
辰
の
役
か
ら
大
東

亜
戦
争
に
至
る
ま
で
の
国
事
国
難
に
殉
ぜ
ら

れ
た
千
葉
県
出
身
の
ご
英
霊
を
奉
斎
し
て
お

り
、
そ
の
合
祀
祭
神
は
現
在
５
万
７
千
余
柱

と
の
こ
と
で
あ
る
。 

千
葉
県
隊
友
会
は
、
戦
没
者
慰
霊
事
業
の

一
環
と
し
て
、
有
志
を
募
っ
て
、
千
葉
県
護

国
神
社
の
毎
年
の
春
季
及
び
秋
季
例
大
祭
に

お
い
て
、
大
祭
当
日
の
車
両
統
制
及
び
奉
舁

並
び
に
そ
れ
に
先
立
つ
日
の
境
内
清
掃
等
の

作
業
を
支
援
ご
奉
仕
申
し
上
げ
て
い
る
。 

 

○ 

天
皇
陛
下
御
即
位
を
お
祝
い
す
る
国 

 

民
祭
典
に
参
加 

 

十
一
月
九
日
（
土
）、
隊
友
会
本
部
か
ら
の

呼
び
か
け
で
、
皇
居
前
広
場
に
お
け
る
「
天

皇
陛
下
御
即
位
を
お
祝
い
す
る
国
民
祭
典
」

に
参
加
し
た
。
当
習
志
野
支
部
か
ら
の
参
加

は
、
支
部
長
柚
木
と
日
高
久
萬
男
会
員
夫
妻

の
３
名
だ
っ
た
。 

 

祭
典
は
二
部
構
成
で
、
午
後
１
時
か
ら
の

第
一
部
「
奉
祝
ま
つ
り
」
は
祝
賀
パ
レ
ー
ド

で
、
警
視
庁
音
楽
隊
を
先
頭
に
、「
よ
さ
こ
い

鳴
子
踊
り
」
な
ど
全
国
各
地
か
ら
馳
せ
参
じ

た
伝
統
芸
能
や
神
輿
渡
御
な
ど
の
多
数
の
団

体
が
参
加
し
賑
わ
っ
た
。 

 

我
々
の
参
加
し
た
第
二
部
「
祝
賀
式
典
」

は
午
後
５
時
か
ら
始
ま
り
、
参
加
者
約
４
万

人
が
皇
居
前
広
場
を
埋
め
た
。
奉
祝
演
奏
や

各
界
代
表
の
挨
拶
の
後
、
天
皇
皇
后
両
陛
下

が
石
橋
上
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
主
催
者
式

辞
、
安
倍
総
理
祝
辞
に
続
い
て
こ
の
日
の
た

め
に
作
ら
れ
た
「
奉
祝
曲
」
が
演
奏
さ
れ
た

後
、
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
。

国
歌
の
独
唱
、
斉
唱
の
後
、
最
後
は
伊
吹
奉

祝
議
連
会
長
の
発
声
に
よ
る
天
皇
陛
下
万
歳

の
三
唱
で
終
わ
っ
た
が
、
寄
せ
て
は
返
す
津

波
の
よ
う
な
万
歳
の
声
の
繰
り
返
し
は
、
両

陛
下
の
ご
退
出
の
後
ま
で
鳴
り
止
む
こ
と
が

な
か
っ
た
。 

 
 
 

（
関
連
記
事
前
掲
） 

 

○ 

自
衛
隊
殉
職
隊
員
追
悼
式
参
加 

十
一
月
十
六
日
、
陸
自
下
志
津
駐
屯
地
に

お
い
て
自
衛
隊
殉
職
隊
員
千
葉
県
追
悼
式
が

実
施
さ
れ
、
県
隊
友
会
長
以
下
多
く
の
隊
友

会
員
が
参
列
、
当
支
部
か
ら
は
柚
木
支
部
長

が
参
加
し
た
。
森
田
千
葉
県
知
事
以
下
の
多

く
の
来
賓
も
参
列
し
て
、
任
務
に
倒
れ
た
殉

職
隊
員
の
偉
功
を
称
え
、
御
霊
に
哀
悼
の
誠

を
捧
げ
た
。 

な
お
、
県
隊
友
会
は
、
追
悼
式
に
先
立
ち
、

「
鎮
め
の
庭
」
周
辺
整
備
の
奉
仕
活
動
の
実

施
を
例
と
し
て
お
り
、
今
回
も
十
月
二
十
三

日
、
四
街
道
支
部
を
主
体
に
周
辺
支
部
か
ら

集
ま
っ
た
２
７
名
の
会
員
が
、
樹
木
の
剪

定
・
枝
落
と
し
・
清
掃
作
業
に
汗
を
流
し
た
。

当
習
志
野
支
部
か
ら
も
菊
地
聡
、
渡
邉
誠
也
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清掃作業を終えて 



の
２
名
の
会
員
が
参
加
し
た
。 

 ○ 

陸
自
第
一
空
挺
団
初
降
下
訓
練 

  

一
月
十
二
日
、
陸
自
習
志
野
演
習
場
に
お

け
る
恒
例
の
陸
自
第
一
空
挺
団
初
降
下
訓
練

行
事
に
、
県
隊
友
会
長
以
下
多
く
の
隊
友
会

員
が
参
加
し
た
。
当
支
部
に
お
い
て
も
柚
木

支
部
長
以
下
多
く
の
会
員
が
参
加
し
た
。 

 

河
野
太
郎
防
衛
大
臣
を
迎
え
て
行
わ
れ
た

本
年
の
行
事
は
、
好
天
に
恵
ま
れ
、
例
年
に

も
増
し
て
多
く
の
人
々
が
見
学
に
押
し
寄
せ

た
。
本
年
の
初
降
下
訓
練
は
、「
日
米
空
挺
の

絆
」
を
テ
ー
マ
に
、
日
米
空
挺
部
隊
合
同
し

て
数
百
の
落
下
傘
が
習
志
野
の
空
を
埋
め
尽

く
す
一
大
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。 

 

ま
ず
陸
自
第
一
空
挺
団
長
戒
田
将
補
及
び

米
陸
軍
第
８
２
空
挺
師
団
副
師
団
長
ネ
オ
ド

ル
准
将
を
先
頭
に
日
米
空
挺
各
級
部
隊
長
に

よ
る
指
揮
官
降
下
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
皮
切

り
に
、
日
米
１
０
数
機
の
輸
送
機
及
び
多
数

の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
約
３
０
０
人
（
米
軍

８
０
人
を
含
む
）
の
日
米
空
挺
隊
員
が
次
か

ら
次
と
降
下
し
、
落
下
傘
が
習
志
野
演
習
場

の
空
を
埋
め
尽
く
し
た
。参
加
し
た
米
軍
は
、

在
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
第
８
２
空
挺
師
団
、

在
ア
ラ
ス
カ
州
第
４
空
挺
旅
団
、
在
沖
縄
第

１
特
殊
作
戦
群
で
、
日
頃
か
ら
年
間
を
通
じ

第
一
空
挺
団
と
共
同
訓
練
を
重
ね
て
い
る
間

柄
と
の
こ
と
。 

 

降
下
に
続
く
演
習
展
示
は
、
離
島
奪
回
作

戦
の
一
連
の
シ
ナ
リ
オ
で
進
め
ら
れ
、
降
下

部
隊
の
海
岸
堡
占
領
に
続
く
攻
勢
転
移
で
は
、

一
六
式
機
動
戦
闘
車
、
一
二
式
地
対
艦
誘
導

弾
、
一
〇
式
戦
車
、
更
に
は
陸
自
水
陸
機
動

団
の
水
陸
両
用
戦
闘
車
Ａ
Ａ
Ⅴ
７
も
登
場
し

て
、
展
示
演
習
の
最
後
を
締
め
く
く
っ
た
。 

 

展
示
演
習
終
了
後
の
野
宴
に
お
い
て
も
、

日
米
空
挺
部
隊
員
が
呉
越
同
舟
、
互
い
に
盃

を
挙
げ
、
隊
歌
を
応
酬
し
、
元
気
一
杯
、
大 

い
に
盛
り
上
が
っ
た
宴
と
な
っ
た
。
河
野
防

衛
大
臣
も
、
野
宴
に
盛
り
上
が
る
各
部
隊
を

逐
一
巡
回
し
て
、
日
米
の
隊
員
を
激
励
し
て

回
ら
れ
た
。 

 

な
お
、
隊
友
会
習
志
野
支
部
は
、
毎
年
の

例
に
な
ら
い
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
激
励
の
意

を
こ
め
、今
年
も
野
宴
酒
肴
料
を
贈
呈
し
た
。 

○ 

建
国
記
念
等
祝
賀
行
事 

  

二
月
十
一
日
、
千
葉
市
・
千
葉
市
民
会
館

大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
「
建
国
記
念
の
日
を
祝

う
千
葉
県
民
の
集
い
」、
引
き
続
き
「
天
皇
陛

下
御
即
位
を
お
祝
い
す
る
千
葉
県
民
の
集

い
」
が
開
催
さ
れ
、
隊
友
会
か
ら
も
多
く
の

会
員
が
参
加
、
当
習
志
野
支
部
も
柚
木
支
部

長
以
下
多
く
の
会
員
が
参
加
し
た
。 

 

午
後
１
時
か
ら
の
建
国
記
念
祝
賀
行
事
に

お
い
て
は
、
建
国
を
祝
う
式
典
に
続
き
、
青

山
繁
晴
氏
に
よ
る
記
念
講
演
「
ぼ
く
ら
は
令

和
に
何
を
守
る
の
か
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
分

り
や
す
い
語
り
口
は
参
加
者
の
共
感
を
集
め

た
。
午
後
３
時
か
ら
の
御
即
位
奉
祝
行
事
で

は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
佐
波
優
子
氏
が
県

民
の
会
を
代
表
し
て
「
天
皇
陛
下
を
中
心
と

す
る
全
国
民
の
心
の
つ
な
が
り
こ
そ
、
日
本

の
誇
り
・
希
望
」
と
の
奉
祝
の
辞
を
声
高
ら

か
に
読
み
上
げ
、
そ
れ
に
続
き
シ
ン
ガ
ー
ソ

ン
グ
ラ
イ
タ
ー
山
口
采
希
氏
の
奉
祝
の
歌
、

神
社
庁
雅
楽
会
に
よ
る
神
楽
「
浦
安
の
舞
」

が
披
露
さ
れ
、
祝
賀
行
事
に
花
を
添
え
た
。 

 

○ 

千
葉
県
自
衛
隊
入
隊
者
激
励
会
中
止 

 
三
月
八
日
、
千
葉
市
青
葉
の
森
公
園
芸
術

文
化
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
千
葉
県
自
衛
隊
家

族
会
連
合
会
主
催
に
よ
る
令
和
元
年
度
千
葉

県
自
衛
隊
入
隊
・
入
校
予
定
者
激
励
会
が
開

催
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今

の
状
況
に
鑑
み
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、急
遽
中
止
が
決
定
さ
れ
た
。

関
係
者
の
苦
渋
の
決
断
を
諒
と
す
る
と
と
も

に
、
今
年
の
入
隊
予
定
者
の
今
後
の
成
長
と

活
躍
を
、陰
な
が
ら
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 ▽ 

行
事
等
の
今
後
の
予
定 

 

○ 

習
志
野
駐
屯
地
創
立
記
念
行
事 

陸
自
習
志
野
駐
屯
地
に
お
け
る
同
駐
屯
地

及
び
第
一
空
挺
団
の
創
立
記
念
行
事
は
、
四

月
上
旬
、
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
対

応
し
て
、
部
外
者
を
招
か
ず
実
施
の
予
定
。 

 

○ 

千
葉
県
護
国
神
社
春
季
例
大
祭 

 

四
月
十
日
、
千
葉
県
護
国
神
社
に
て
開
催

予
定
。 

 ○ 

千
葉
県
隊
友
会
総
会 

 

令
和
二
年
度
千
葉
県
隊
友
会
総
会
は
、
六

月
十
五
日
（
月
）、
三
井
ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ル
千

葉
（
千
葉
市
中
央
区
）
に
て
開
催
予
定
。 

 

○ 

隊
友
会
習
志
野
支
部
総
会 

 

六
月
中
旬
、
京
成
津
田
沼
駅
周
辺
に
て
開

催
を
予
定
。 

 

○ 

習
志
野
駐
屯
地
夏
ま
つ
り 

 

八
月
上
旬
、習
志
野
駐
屯
地
で
開
催
予
定
。 

（４）                     会報 習志野隊友  第 28号（令和 2年 3月 20日） 

両扉からの連続降下 


